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は じめ に一 「記憶 に残 る先生 は?」 一

「教職入門」の講義をスター トさせるにあたって、私がまず行うのは 「あなたにとって記憶

に残る先生は?」 というアンケー トを学生たちに求めることである。なぜなら、私がこれまで

出会った最も尊敬できる恩師が、初めて高校教師になろうとする私に語って くれた次のような

言葉があったか らである。

君 ネ 、 教 師 と い う職 業 に は コ レと い って オ ー ル マ イ テ ィな 方 法 や ノ ウハ ウな ん て 無 いん

だ。 だか らネ 、 これ まで に 出会 っ た、 自分 に と って 〈最 も良 い〉 と思 った 教 師 の や り方 を

真 似 る しか な いん だ 。 自分 の 心 に沁 み た 〈最 も良 い〉 と思 う教 師 の や り方 だ けが 唯 一 の 拠

り所 で 、 出発 点 な ん だ 。 で ネ 、 い ろ い ろ現 場 を 踏 み 、 経 験 を 積 ん で ゆ くう ち に 自分 な りの

〈色 〉 を つ け て 自分 流 に ア レ ンジ して ゆ く ンだ。 これ しか無 い ん だ ヨ。 も し、 自分 の 過 去

に そ ん な 〈良 い教 師 〉 が い な い 場 合 に は 〈イ ヤ だ った 教 師 〉 を思 い 浮 か べ て 、 何 が イ ヤ

だ っ たか そ の原 因 を ジ ック リと考 え、 〈イ ヤ だ っ た教 師〉 を反 面 教 師 と して 自分 が そ うな

らな い よ う に工 夫 す れ ば い いん だ 。

「教職」の何たるかも全 くわからず、初めて教壇 に立つ不安やとまどいの中で、 この恩師の言

葉はきわめて具体的な指針とな り、十一年間に及ぶ私の高校教員生活を支える基盤となった。

事実、高校の現場で困惑するケースに出会うたびに、私は自分の記憶の中にある 「最も良い」

教師な ら、こんな場合にどう対処するだろうと反劉 し、何とか しのいできたというのが正直な

ところだ。

「教職入門」 という 〈入 り口〉の講義で、 まだ全 く白紙の状態にある学生たちを前に、 どの
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ような導入を行うかはきわめて重要な問題である。何事であれ、その第一歩、スター トがその

後の道を左右する分岐点となる例は少な くない。実際に教職に就 くかどうかは別として、ひと

まず 「教職」を目指 しているはずの学生たちを前に最初にどのように語 りかけるべきか。それ

は、今後、種々の教職課程科目を学び、やがて 「教員」になるであろう彼らの道筋を半ば決定

することになるかも知れないのだ。

そうした緊張感に包まれなが ら 「教職入門」を担当するにあたって、まず私が考えたことは、

学生たちの 「教職」に対する 〈本気度〉を確認することだった。それで当初思いついたのは、

彼 らに 「自分はどのような教師にな りたいのか」を問うことだった。やがて 「教職」の現場に

立つはずの彼 らの 〈目標〉ないし 〈覚悟〉を確かめるつもりだったのである。 しか し、ふと考

えて、待てよと思い直 した。

「教師」の経験 も0(ゼ ロ)で 、「教職」のイロハをこれか ら学ぼうとする白紙の学生たちに

対 し、「どのような教師」を 〈目指す〉のかを尋ねてみたところで、一体 どれほど実のある回

答をひき出すことができようか、と。現に、私自身、初めて 「教職」に就こうとした時、頭の

中は真っ白だったし、何の方策も見えていなかった。ましてや、目標とすべき 「教師」像など

少 しもイメージできなかったではないか。そう思い直 して 「自分はどのような教師にな りたい

のか」を問うアンケー トを破棄することにした。

目前の学生たちにとって唯一 リアルなのは、彼 ら自身がかつて 「生徒」として 「教師」に向

き合った経験であろう。とすれば、将来の 〈目標〉を問いかけてタテマエだけの模範的な教師

像を引き出したところでさほど意味はない。重要なのは、彼 らが 「生徒」として経験 した 〈教

育現場〉であり、そこにおいて彼 らが実際に見た 「教師」像である。いうなれば、そうした彼

なま

らの生の実感を出発点とする 「教職入門」でなければな らない。そして、想い起こしたのは、

先の恩師の言葉一 「自分にとって 〈最も良い〉と思った教師のや り方を真似るしかないんだ」

であった。つまり、学生たちにとって 「最も良い」と思った教師(あ るいは反面教師となる

〈イヤだった教師〉)の 記憶を蘇 らせ、彼 らの生の体験を基盤とするような 「教職入門」の導入

でなければな らない、と。そういうふうに考えた結果が 「教職入門」第一時間目におけるアン

ケー ト 「あなたにとって記憶に残る先生は?」 なのである。

1ア ンケ ー ト結果か ら

三年間にわたり 「あなたにとって記憶に残る先生は?」 というアンケー トを試みてきたが、
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本 稿 で は今 年 度(2011年 度)の ア ンケ ー ト結 果 を 例 と して 採 り上 げ る。 以 下 に示 す 【表 】 が そ

の 結 果 で あ るが 、 本 表 に現 れ た傾 向 は昨 年 ・一 昨 年 と も ほ ぼ 同様 で あ る。 な お 、 ア ンケ ー ト結

果 を示 す この 【表 】 は以 下 の よ うな 手 順 に よ って 作 成 され た。

(1)ア ンケ ー トを 一 読 して 把 握 で き た傾 向 を 次 の よ うな 各 群 に ま と めた 。

A.〔 人 間性 〕 重 視 型B.〔 教 科 指 導 〕 重 視 型C.A・B〔 複 合 〕 型

D.〔 イ ヤ だ った教 師〕 型E.そ の他

(2)「A」 は 【表 】 中 の 「キ イ ・ワー ド」 に 見 られ る よ う な教 師 の 〔人 間 性 〕 に触 れ 、 そ の

良 さ が 「記 憶 に 残 る」 望 ま しい教 師 を 掲 げ た 回答 で あ る。 「B」 は 「教 科 指 導 」 に お い て

う け た恩 恵 を 重 視 す る タ イ プの 回 答 で あ る。 「C」 は 〔人 間 性 〕 と と もに 「教 科 指 導 」 の

恩 恵 を も重 視 し、 双 方 につ いて 「記 憶 に残 る」 こ とを 記 した回 答 で あ る。 「D」 は 「良 い」

教 師 の 経 験 が な く 「イ ヤだ っ た教 師 」 の 記 憶 を 綴 っ た回 答 で あ る(最 初 にそ れ も可 と述 べ

た)。 「E」 は、 この ア ンケ ー トが 冒頭 講 義 の 終 わ りに実 施 したの で 、 そ の 感 想 も可 と した

こ と に よ る回 答 で あ る。

(3)括 弧()内 の%は 、 それ ぞ れ の 回 答 総 数 に対 す る比 率 だ が 、 小 数 点2位 以 下 を 四 捨 五

入 した た め、 合 計 は必 ず しも100%に は な らな い。

【表】 「あなた にとって記憶 に残 る先生は?」 アンケー ト結果

傾向
〔人間性〕重視 〔教科指導〕重視 複合型 〔イヤだ った教師〕 その他 合計

クラス

月曜3限 47名(67.1%) 13名(18.6%) 2名(2.8%) 3名(4.3%) 5名(7.2%) 70名

木曜1限 43名(61.6%) 14名(19.7%) 6名(8.5%) 3名(4.2%) 5名(7.0%) 71名

合 計 90名(63.8%) 27名(18.9%) 8名(5.7%) 6名(4.3%) 10名(7.1%) 141名

キ イ ワ ー ド ◆生徒 目線 に立つ(16) ◆ わか りやす い(6) ◆基礎知識の不足(1)

◆生徒 を最優先(11) ◆明確(明 解)(2) ◆教科書の棒読み(1)

◆ フ レ ン ドリー(2) ◆背景 となる知識(3) ◆熱意 の不足(2)

◆見 られている(9) ◆丁寧(詳 し く)(2) ◆理由 もな く怒 る(2)

◆ ヒイキを しない(4) ◆ ビデオ ・プ リン ト教 ◆説明不足(1)

◆一人一人 と向き合 う 材等(3) ◆欠勤 が多 い(1)

(13) ◆余談(3) ◆ ヒイキす る(2)

◆ コ ミュニ ケ ー シ ョン ◆(教 科への)熱 意(4)

(3) ◆ おもしろい(3)

◆ 話 を 聞 い て くれ る

(8)

◆楽 しそうな語 り(5)

◆優 しさと厳 しさ(切

り換 え)(10)

◆励ま し(人 生の指針)

(6)
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このアンケー ト結果を一見 してわかるのは、かつて 「生徒」だった学生たちの 「記憶に残る」

教師像は、「教科指導」で優れた能力を発揮する教師 もむろんあるが、その大半はいわゆる 「人

間性」に溢れた教師たちへの敬意であるということだ。さまざまな個性に富む教師たちの 「人

間性」との出会いが学生たちの心に 「教職」への希望を生むのである。とはいえ、この 「人間

じか

性」の何たるかをひとくちに言い表すことは難しい。それは個々の教師が生徒と直に向き合い、

個別の問題をともに見つめる 〈現場〉でこそおのずと発揮されるものだからだ。それゆえ 「記

憶に残る」望ましい 「教師」像は千差万別であり、その 「人間性」も彼らが接 した 「生徒」の

数だけある、ということになる。

繰 り返せば、望ましい 「教師」にはコレといった定形的なプロ トタイプは存在 しない。前述

したように望ましい 「教師」像とはそれぞれの教育現場で生身の生徒たちと接する過程で初め

て焦点化されるものだか らだ。とはいえ、望ましい 「教師」像の 「人間性」の根幹に共通する

要素は何かないものだろうか。

上掲の 【表】に掲げた 「キイ ・ワー ド」がさしあたりその ヒン トになるように思われる。た

とえば、回答の多 くに見 られる 「生徒目線に立つ」や 「生徒を最優先」する姿勢は、いかなる

ところか ら生まれるのか。私見によれば、それはまず学校制度の中では教師という立場自体が

すでに 〈抑圧的存在〉であることを自覚する点にある。そして、その自覚に基づいて自身の立

場を柔軟にとらえ、生徒が目下置かれている状況や制限、またその年代特有の悩みや隠された

希望などに注意を払うことが基盤となる。そうした 「目線」を基盤として生徒を常に 「見るこ

と」(生徒側からは 「見られている」こと)が 重要なのだ。それがとりもなおさず生徒たち 「一

人一人と向き合う」ことにつなが り、生徒たちにこの教師は 「コミュニケーション」がとれる

と思わせ、「話を聞いて くれる」と感 じさせることにもなるだろう。 ひいては、そうした関係

性が前提 となって生徒の教師に対する 〈信頼性〉が構築されたとすれば、「優 しさ」だけでは

な く 「厳 しさ」にも耳を傾けて くれることにもなるのではあるまいか。加えて、生徒各自の長

所を発見 し、「人生の指針」となる 「励まし」を与えることができれば、 さらに 「望 ましい」

関係となるだろう。

望ましい 「教師」の 「人間性」の根幹に共通する要素は、ひとまず上記のように考えられる。

一方、「イヤだった教師」については、キイ・ワー ドそのものが端的に物語 っている。「基礎知

識の不足」や 「教科書の棒読み」「説明不足」などは論外であるし、「熱意の不足」や 「欠勤が

多い」のも同様である。「理由もな く怒る」や 「ヒイキする」は、望ましい 「教師」像の裏返
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しに ほか な らな い。

と こ ろで 、 望 ま しい教 師 を 述 べ た回 答 に は現 れ な か っ た キ イ ・ワー ドを 、 私 な りの 見 解 と し

て 一 つ 付 け加 え るな ら、 それ は教 師 が 〈プ レな い こ と〉 で あ る。

「生 徒 」 た ち は 「教 師」 を 見 て い る。 見 て な い よ うで ジ ッ と見 て い る。 そ して 、 そ の まな ざ

しは 「教 師 」 の 〈プ レ〉(裏 表 や 空 疎 な タ テ マ エ や ヒイ キ)を この 上 な く敏 感 に 嗅 ぎ と る。 ど

ん な に学 習 意 欲 の 乏 しい生 徒 で あ って も、 ま た、 め っ た に教 師 にな じまな い生 徒 で あ って も、

彼 らは教 師 の 〈プ レ〉 にだ け は敏 感 で あ る。 したが って 、 生 徒 た ち との 信 頼 関 係 を 築 くに は、

まず 教 師 が 〈プ レな い こ と〉、 常 に 同 じ姿 勢(平 等 か つ 一 定)で あ る こ とが 重 要 だ 。 そ れ ゆ え

ヘ へ

「教職入門」の第一歩は自己の 〈プレない〉定点をみずか らに問い返すことではなかろうか。

自己の定点 とは、いわば自分が教職の現場に立つうえで 〈最 も大切に思うこと〉(価 値観)で

ある。そして、教師は生徒の前でその定点か ら 〈プレないこと〉が重要だと思われる。

ただし、念のために付け加えるな ら、教師が先述の 〈プレ〉(裏 表や空疎なタテマエやヒイ

キ)を 気にするあま り 〈硬直化〉 してはならない。〈プレないこと〉ばか りに意識をとられ、

眼前の個々の生徒の状況が見えな くな り、どのようなケースでも同じ対応に固執 して しまうと

(つまり原則論に縛 られると)、かえって生徒か らの信頼を失う場合がある。重要なのは、実際

の対応が多少変化 しても、その基本姿勢に生徒の学習意欲を高める熱意や生徒への信頼を伝え

るメッセージや彼 らの将来に希望を託す気持ちがこめられているか否かであり、そうした核と

なる基本姿勢(プ レないこと)が 生徒に伝わるかどうかである。仮に生徒がその変化(プ レ)

を指摘 し、文句を言ってきたとしても、日頃か ら教師をジッと 「見ている」生徒からすれば、

その文句自体に意味があるのではな く、そうした疑義に対する教師の反応(ウ ロタエないのか

どうか)を 「見る」(試 す)と いう意味合いが強い。 それは同時に教師の 〈まなざし〉に生徒

各自の存在が映 じているかどうか、自分が 「見 られている」かどうかを確認することでもある

だろう。〈プレないこと〉の重要 さも生徒各 自を 「見る」 ことを抜きにしては意味をなさない。

なぜなら 「教育」は 「生徒」と直に接す る 〈現場〉以外のどこにも存在 しないし、「教師」

の成長も誰あろう 「生徒」の力によってのみ可能なのだか ら。

2「 教職入門」 とは何か

私的な望ましい 「教師」像を性急に語 りすぎたか もしれない。それゆえここでは 「教職入門」

という科目を私がどのように進めているかに立ち戻って述べてみたい。たとえば、私が参照 し
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ているテキス トの一つは 『教職入門一教師への道一』(吉 田辰雄 ・大森正共編著、図書文化社、

2002・4)で ある。本書は、他の教職課程科目が 「教師になるために必要な知識や技能を学習

する課程」であるのに対 し、「教職入門」は 「教師とはどんな仕事なのか、 自分はほんとうに

教師に向いているのだろうか、ということを学びつつ考え、将来の自分の職業として教師を選

択するかどうかを熟考する課程」(同書 「はしがき」傍点筆者)と 位置づけている。その上で、

以下の 「目次」のような内容構成をとっている。

序章 教職課程で学ぶこと

第1章 子どもの生活と学校(最 近の子どもの生活/最 近の学校の中の子ども)

第2章 教師の仕事(学 習指導/生 徒指導 ・教育相談 ・進路指導/学 級経営)

第3章 教師に求められる資質 ・能力(こ れまでの教師/教 師のいま/児 童生徒と教師)

第4章 教員の養成と採用(教 員養成の制度/教 職課程の仕組みと内容/教 員の採用)

第5章 教員の地位と身分(教 員の地位と身分/教 員の待遇と勤務条件/研 修)

第6章 学校の管理 ・運営(学 校制度/学 校管理 ・運営体制/校 務分掌)

教育現場は生き物であり、教育制度もそれにともなう改正が随時行われる。 したがって、それ

ら新たな法令改正や審議会等の答申にも目配 りをする必要があり、私の講義でも本書の記述を

参照 しつつもそのつど補正を行っている。とはいえ、全体的な構成としては 「教職入門」の目

的にかなった穏当な内容構成だと思われるので、上掲の 「目次」に見られる トピックスの配列

を参考にしなが ら講義を展開 している。ただ し、実際の講義は、本書の構成を下敷きにしつつ

も、各時間の講義テーマに関連するプリン ト(レ ジュメ)を 作成 し、なるべ く受講学生の関心

に添うような題材を採 り上げ、できるだけ 〈現場〉感覚で語るように努めている。

ところで、「目次」からは省略 したが、本書にも不登校 ・校内暴力 ・いじめなど、今日の教

育現場がかかえている諸問題についても言及がなされている。本書も述べるように 「現在の学

校」が 「さまざまな困難な問題を抱えている」のは事実であり、「教師という仕事が楽 しいこ

とばか りではない」のも明 らかである。むろん、受講学生たちも 〈教育現場〉の 「困難」さを

およそ承知 している。たとえば 〈いじめ〉ひとつを取 り上げても、誰もが深刻な問題だと認識

しなが ら根本的な解決策を具体的に提示 し得ていない。そして、受講学生たちが教職の現場に

立てば、たちどころにこの 「困難な問題」に直面 しなければな らない。だが、私の参照する本
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書においても 〈いじめ〉への言及はあるものの、残念なが ら簡略な指摘と通 りいっぺんの記述

に終わっている。

私が参照するもう一冊の関連文献は、最新刊の 「現代教育概論(第3次 改訂版)』(佐 藤晴雄、

学陽書房、2011・4)で ある。本書の 「第10章 現代の子どもをめぐる諸問題」の第3節 では

「子 どもといじめ」の項がもうけられ、比較的紙数を費や して 〈い じめ〉の問題に言及 してい

る。 ここではまず文部科学省の実態調査 「生徒指導上の諸問題の現状について」(文部科学省

『平成22年 度 における生徒指導上の諸問題の現状 について』2010年)が 引用され、 そこに記載

された 〈いじめ〉の定義を 「当該児童生徒が、一・定の人間関係のある者から、心理的、物理的

な攻撃をうけたことにより、精神的な苦痛を感 じているもの」とし、「いじめの認知件数の推

移」を示すグラフ等を掲げる。 そして、その推移をたどりなが ら、2006(平 成18)年 度から

〈いじめ〉が減少に転 じたと報告 した上で、3節 の末尾を以下のようにしめくくっている。

いじめはス トレス発散のためのゲームと化 し、相手の心身の痛みとは関係な く行われて

いる。 いじあを傍観 している子の多 くは、「自分を守るのに精一杯」だとす る自己防衛意

識が働いている。そのために、いじめを見ても見ないふ りを して、助けようとしないので

ある。

(中略)

今日のいじめには、暴力無き大人の積極的な介入がどうしても必要になる。もはや、子

どもだけにその解決が任される時代ではな くなったのである。

〈いじめ〉の定義 といい、「暴力無き大人の積極的な介入」の 「必要」性といい、その指摘自体

はもっともなのだが、いかにも抽象的で非現実的な言及と言わざるを得ない。本書の引用する

〈いじあ〉の 「定義」 は最大公約数的なまとめにすぎず、大過な くまとめようとす る姿勢が逆

に複雑多岐な 〈いじめ〉の実態や悲惨さを無化するものとなっている。 また、「大人の積極的

な介入」の 「必要」性にしても、その具体的な 「介入」方法の難 しさこそが問題なのである。

したがって、このような指摘が 〈いじめ〉の深刻な状況に少 しでも寄与するものとは思えない。

ところで、当面の問題は、教職志望の学生たちの 〈入 り口〉に当たる 「教職入門」において、

こうした厄介な問題をどのように語ればよいのか、あるいはそもそも語ること自体が可能なの

かどうか、である。 しか し、そうは言っても、眼前の学生たちはこの 〈入 り口〉(教 職入門)
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を通過 してほどな くその厄介な 〈現場〉に立つことになる。とすれば、たとえわずかであって

も、送 り出す側としては何 らかの示唆を与える必要はあるだろう。

ありていにいえば、〈いじめ〉は 「学校」あるいは 「教室」だけにとどまる問題ではない。

それは国全体の現状や現代の世界的状況ともかかわる問題であり、また生徒たち各自の家庭の

問題や教育制度全体とも深 くかかわる。 しか し、教職への 〈入 り口〉に立つ学生に対する課題

としては、ひとまず 「学校」あるいは 「教室」における問題として考えてみるしかない(む ろ

ん即効的な解決の方策にはな らないが…)。

思うに、「学校」(教 室)に おける 〈いじめ〉の一因には、教師の 〈求心力〉の低下が影響す

るのではあるまいか。 教師の 〈求心力〉が低下すれば、生徒たちは教師の視線 に対す る意識

(「見 られている」意識)が 希薄 となり、対 ・教師との関係はカット・スルーされる。教師の

〈求心力〉が大 きければ、生徒たちの視線は対 ・教師との関係をひとまず通過 し、それがクッ

ションとなって生徒間同士の 〈まなざし〉はある程度 〈間接的〉となる。だが、そうした回路

が欠落 していれば、生徒たちの視線はムキ出しのまま生徒間同士の関係に向かい、そこに集中

する分だけ互いに鋭角的とな り微細な差異にも敏感となる。むろん教師の 〈求心力〉や 〈存在

感〉自体が全面的かつ即効的な解決の方策となるわけではないが、生徒たちの教師から 「見ら

れている」意識や対 ・教師との関係を意識するまなざしは、 〈い じめ〉の緩和策 として重要な

一歩であるように思われる。

しかし、何よ りも重視すべきは 〈現場〉である。 たとえば、先のアンケー ト回答の中にも

〈いじめ〉の体験が記述 されているので、それらを参照 してみたい。

まず、R・Jさ ん(文 芸学部 ・女子)は 「グループ内で仲間はずれ」にされた経験を述べ、

その際、担任の教師が 「グループに壁を作 らないこと。グループの出入 りはいつでも自由に」

と教室で語って くれたことが救いになったと述べている。この教師の対応が素晴らしいのは、

グループの存在そのものを否定せず、グループの開放を示唆 した点である。なぜなら、多人数

の人間社会ではグループは常に形成される(無 くな らない)し 、また、グループ自体の存在を

否定 しなかったことで、グループ内の生徒たちも否定(叱 責)さ れず、そのため 「仲間はずれ」

の生徒に矛先が向かうことはな く、グループそのものを新たな展開(緩 やかな輪)へ と導いた

か らである。次に、T・Kく ん(文 芸学部 ・男子)は 自身が 「いじめの主犯グループ」であっ

たことを吐露 し、その際、担任の教師が 「クラス全体で話 し合いを何度もした し、何度も呼び

出しされて何故いじめがいけないのか、このままでいいのか、先生が泣きながら私を叱って く
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れた」経験を述べている。重要なのは、 この教師が彼を頭ごな しに叱責するのではなく、 「何

故いじめがいけないのか、このままでいいのか」を何度も説き続け、そのうえで生徒と(泣 き

なが ら)正 対 した点である。あるいは、R・1さ ん(経 済学部 ・女子)は 「いじめについて騒

ぎ立てるのではな く、皆の輪の中に自然に入っていき、仲間外れとなるような生徒を作らない

ような努力」をした教師のことを報告 している。 さらに、C・Nさ ん(文 芸学部 ・女子)は

「クラス内でいじめられていた り、悩んでいる生徒に 「居場所』を作って くれる」教師のこと

を語っている。同様に、N・Hく ん(文 芸学部 ・男子)は 「自分の殻に閉 じこもり引きこもり

になった時何度 も家に来て くれ話を聞いて」 もらい、 「学校に行 ったら、 ぼくが行きやすいよ

うな環境をつ くって」 くれた経験を語っている。

これ ら学生たちの体験談には 〈いじめ〉という厄介な問題に対する貴重な示唆が含まれてい

る。特に後半の二人(C・Nさ ん、N・Hく ん)の 話には 〈いじめ〉の解決に向かう具体的な

一歩が示されているように思われる。それは 〈いじめ〉 られた生徒に二重の 「居場所」を確保

する必要があるということだ。一つは物理的な 「居場所」の確保、たとえば図書館や保健室の

一隅を与えることで、重要なのは彼 らが 「学校」内の足場を失うことを物理的に防 ぐことであ

る。もう一つは精神的な 「居場所」の確保、すなわち彼 らと語 り合う中で彼ら自身の存在理由

ないしその存在価値を見つけだすことである。こうした二重の 「居場所」の確保が 〈いじめ〉

によって孤立する生徒をその疎外(排 他)か ら救う契機となるのではなかろうか。いずれにせ

よここには切実な 〈生の声〉がある(注1)。

小 ・中 ・高の 「教師」を育てるのはほかな らぬ 〈現場〉の 「生徒」であるように、われわれ

もまた 「学生」に学び、 「学生」か ら学ばせられるのだ。 とりわけ 「教職入門」 といった教職

の 〈入 り口〉に立つ学生たちへの語 りかけには 〈現場〉感覚が必要不可欠だが、私にしても高

校の 〈現場〉を離れてはや三年目、今後はますます 〈現場〉との距離感が遠 くなってゆくだろ

う。とすれば、「教職入門」の講義における鮮度やリアリティを賦活させるには、つい 〈昨日〉

まで 「生徒」だった学生たちとのインタラクティヴ(双 方向的)な 対話がいっそう重要なもの

となって くる。

3制 度 と しての 「教育」

さて、「教職」をめざす以上、基本的な知識 として日本の 「教育」(教 職)が どのような 〈制

度〉によって位置づけられているかを知っておく必要がある。特に日本の 〈教育制度〉を規定
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する法的体系とはどのようなものだろうか。

まずわが国最高の基本的な法規であり、国家や国民の基本的理念を示す 「日本国憲法」(1946

年11月 公布、1947年5月 施行)に は、直接もしくは間接に 〈教育〉と関連する規定が含まれて

いる。それ らを簡略化 して摘記すれば以下のようなものである。

第14条 …法の下の平等

第15条(第2項)… 公務員の全体の奉仕性

第20条 …国立および公立学校における宗教教育の禁止

第21条 …表現の自由

第23条 …学問の自由

第26条 …教育を受ける権利、普通教育を受けさせる義務、義務教育の無償性

上記はいずれも 「教育」に関わる基本的な原理なので、その条文を具体的に示 し、説明する必

要がある。中でも重要なのは 「第14条 」と 「第26条 」だと思われるので、ひとまずその条文を

以下に掲げ、簡略な説明を付すが、実際の講義ではプリン ト等を用いてその詳細と重要性を説

明するようにしている。

第14条 第1項 には 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分

又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とある。 また、

第26条 第1項 には 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応 じて、ひとしく

教育を受ける権利を有する。」 とあり、 同第2項 には 「すべて国民は、法律の定あるところに

より、 その保護する子女に普通教育を受 けさせる義務を負ふ。義務教育 は、 これを無償 とす

る。」 とある。 これらには法の下の平等、教育の機会均等、保護者による普通教育を受けさせ

る義務、義務教育の無償性などが明記されている。日本の 「教育」制度における大原則であり、

根幹であるといえよう。

次に、こうした憲法の規定に関連する世界的基準や 「民法」による裏付けも紹介 してお く必

要がある。たとえば、「世界人権宣言」(1948年 、国連で採択)は 「すべての人の教育を受ける

権利」をうたっており、憲法における教育の機会均等と連動するものだが、これは法律ではな

いので法的拘束力はない。また、「児童の権利条約」(1989年 、国連で採択)で は 「教育におけ

る児童の権利」が認定されたが、これは法律として採択され、日本も1994年 に批准 しているの
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で法的拘束力がある。 さらに、 「民法」(第820条)に は 「親権を行 う者は、子の監護及 び教育

をする権利を有 し、義務を負う」とあって、憲法第26条 第2項 と連動 し、子供に対する親の教

育義務を規定 している。

上記で見た憲法による原理的規定に基づいて 「教育」の基本を定めたのが 「教育基本法」で

ある。詳細は略する(実 際の講義では具体的に説明する)が 、もとは1947年3月 に公布 ・施行

された 「教育基本法」が近年(2006年12月 に公布 ・施行)に 改められ、現在はその 「教育基本

法」が我が国における 「教育」の基幹となっている。この 「教育基本法」は、次のような構成

をとっている。

第1章 教育の目的及び理念

第3章 教育行政

第2章 教育の実施に関する基本

第4章 法令の制定

つまり、「教育基本法」は上記の4章 から成 る全18条 で構成され、その冒頭には以下のような

前文が掲げられている。

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展さ

せるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重ん じ、真理と正義を希求 し、公共の

精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承 し、

新 しい文化の創造を目指す教育を推進する。

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切 り拓 く教育の基本を

確立 し、その振興を図るため、この法律を制定する。

この前文中にも明記されているように 「教育基本法」は 「日本国憲法の精神」に基づいて制定

された 〈教育の憲法〉ともいうべき法律で、その定めるところは教育現場に立つ教員にとって

すべて逸することのできない規定である。 したがって、学生たちにも 「教育基本法」の条文全

体を周知徹底させる必要がある。 これ もまた、実際の講義ではプリント等を活用 して(後 掲

末尾 【付表】参照)具 体的かつ詳細に説明することにしている。また、関連事項として 「学制」

や 「教育勅語」などの歴史的背景についても述べることにしている。
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以上に概観 してきた 「日本国憲法」や 「教育基本法」の理念を学校教育の場で実際に運用す

る具体的な法律として定められたのが 「学校教育法」(1947年3月 公布 ・施行)で ある。 さら

にこの 「学校教育法」に基づき、内閣で制定され、総理大臣が発令する 「学校教育法施行令」

や、文部科学省で作成され、文部科学大臣が発令する 「学校教育法施行規則」などがあり、ま

た先の 「学校教育法施行令」に基づいて細則を定めた 「文部科学省令」などもある。その他、

教職員の任用 ・服務に関する規定や地方教育行政の組織や運営をめぐるさまざまな法規や 「指

導要領」の問題などもある(講 義では説明する)が 、ここでは割愛する。いずれにしても重要

なのは、そうした法的制度や条項を丸暗記させることではな く、それらがいかなる精神や理念

に基づ く規定であるのか、また、実際の教育現場におけるどのような問題とリンクするのかを

理解させることだろう。 したがって、こうした法的制度を説明する一方、新聞報道等で報 じら

れた教育関連の トピックス等を実例としてあげつつ、少 しでも具体的に説明するよう努めてい

る。

4理 念 と して の 「教 育 」

前 章 で 概 略 を紹 介 した 「日本 国 憲 法 」 や 「教 育 基 本 法 」 に見 られ る教 育 理 念 や 精 神 は どの よ

う に形 成 され て き たの だ ろ うか 。 特 に その 淵 源 とな っ た教 育 の 〈近 代 〉 的 理 念 と は どの よ うな

と こ ろか ら派 生 して き たの か 、 その ご く基 本 的 な 歴 史 を 一 瞥 して お きた い。

周 知 の通 り、近 代 的 な教 育理 念 の噛 矢 は、フ ラ ンスの思 想 家 で 文 学者 のル ソー(Jean-Jacques

Rousseau、1712～1778)が 著 した 『エ ミー ル 、又 は教 育 に つ い て』(Emile,oudel'Education、

1762)(注2)だ と され る。 ル ソー は ジ ュネ ー ヴ(ス イ ス)在 住 の フ ラ ン ス人 夫 婦 の も と に生 まれ

るが 、 母 の 死 後 ま もな く出奔 し、 一 生 の 大 半 を 放 浪 の う ち に過 ご した 。 の ちの テ レー ズ夫 人 と

の 間 に生 まれ た五 人 の 子 供 を 捨 て た罪 障 感 か ら書 か れ た と も され る 「エ ミー ル 』 は、 作 品 の ス

タ イ ル こそ 一 種 の 〈ユ ー トピア 小 説 〉 も し くは 〈ビル ドゥン グ ス ・ロ マ ン(教 養 小 説)〉 の 趣

だが 、 内容 は孤 児 の エ ミー ル が 理 想 的 な 家 庭 教 師 の 周 到 な 心 づ か い と指 導 に よ って 成 長 して ゆ

く姿 を 通 し、 自然 に した が い、 消 極 的 な 態 度 で子 供 の 自由 に まか せ る 「消 極 教 育 の理 論 」 や

「実 物 教 育 の方 法 」 な どが展 開 され て い る。

た とえ ば 「エ ミー ル 』 「第 一 篇 」 に は以 下 の よ うな言 及 が あ る。

自然の秩序のもとでは、人間はみな平等であって、その共通の天職は人間であることだ。
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だか ら、 その た め に十 分 に教 育 を う け た人 は、 人 間 に関 係 の あ る こ とな らで きな い はず は

な い。 わ た しの 生 徒 を 、 将 来 、 軍 人 に しよ う と、 僧 侶 に しよ う と、 法 律 家 に しよ う と、 そ

れ はわ た しに は ど うで も い い こ とだ 。 両 親 の 身 分 にふ さわ しい こ とを す る まえ に、 人 間 と

して の 生 活 をす る よ う に 自然 は命 じて い る。 生 き る こ と、 それ が わ た しの 生 徒 に教 え た い

と思 って い る職 業 だ 。(中 略)

わ た した ちが ほん と う に研 究 しな けれ ばな らな いの は人 間 の 条 件 の 研 究 で あ る。

ま だ封 建 的 身 分 制 度 も色 濃 く残 る十 八 世 紀 半 ば に お いて 、 まず 「人 間 はみ な 平 等 」 で あ る と断

言 し、 「生 徒 に 教 え た い」 こ と(教 育)の 目的 を 「生 き る こ と」 と し、 「人 間 の 条 件 」(「 コ ン

デ ィ シ ョ ン ・ユ ー メー ヌ」 と は 「人 間 ら しさ」 の 意 か)を 「研 究 」 の 主 眼 と した と こ ろ は注 目

に値 す る。 「人 間 」 の 「平 等 」 を 唱 え、 「人 間 」 で あ る以 上 「十 分 に教 育 を う け」 る権 利 が あ り、

その 「研 究 」(教 育)の 目的 を 「人 間」 の 「人 間 ら し さ」(人 間 の 条 件)を 探 究 す る こ と に あ る

と したル ソ ーの 〈ユ マ ニ テ〉(ヒ ュ ー マニ テ ィ)は 、 原 理 的 に は先 に見 た 「日本 国憲 法 」 や 「教

育 基 本 法 」 の 理 念 と ほ ぼ合 致 す る もの で 、 確 か に 〈近 代 的 な 教 育 理 念 〉 の 基 盤 を な す もの と い

え よ う。

さ らに、 「第 四篇 」 に は次 の よ うな発 言 もあ る。

自然の人間をつ くりたいといっても、その人間を未開人にして、森の奥ふかいところに

追いやろうというのではない。社会の渦のなかに巻きこまれていて も、情念によっても

人々の意見にひきず りまわされることがなければ、それでいい。自分の目でものを見、自

分の心でものを感 じればいい。自分の理性の権威のほかにはどんな権威にも支配されなけ

ればいいのだ。

「社会」の荒波や高い壁に行 く手をふさがれても 「自分の目でものを見ること」「自分の心でも

のを感 じること」「自分の理性」以外には 「どんな権威にも支配 されな」いことを大切にすべ

きだという主張は、眼に見えない管理社会の中で心を閉ざしがちな現代の生徒にも訴えたい切

実な呼びかけであり、それはまた、個の尊厳を重ん じる 〈近代的自我〉を出発点とする 〈ある

べき〉人間観に基づ く思想だといえるだろう。

これ ら 『エ ミール』におけるルソーの発言を見ると、それが近代的な教育における基本的理
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念 の 起 点 だ と され るの も充 分 に納 得 で き る。 い うなれ ば 「教 育 」 の基 本 は、 「人 間」 に よ る 「人

間 ら しさ」 の探 究 で あ り、 「自分 自身」 を 〈信 じる〉 精 神 を滴 養 す る こ と に あ る とい え よ う。

ル ソ ー は ま た、 「子 ど もの 発 見 」 者 と して も知 られ る が、 それ は 〈子 ど も〉 を 〈小 さな 大 人 〉

と見 るの で はな く、 大 人 と異 な る独 立 した人 格 と認 め る こ とで あ り、 た とえ 児 童 ・生 徒 で あ っ

て も 〈個 の 尊 厳 〉 は け っ して 冒す こ との で きな い もの で あ る こ とを 示 唆 して い る。 先 に見 た 第

一 章 や 第 四章 の 言 及 を 見 る と
、 「エ ミー ル』(ル ソー)が 近 代 教 育 学 の 源 流 で あ る こ と と して 改

めて 了 解 され よ う。

ル ソ ーの 思 想 に共 鳴 し、 特 に 当時 の 貧 困 階 級 や 孤 児 に注 目 した ス イ スの 教 育 思 想 家 にペ ス タ

ロ ッチ(J.H.Pestalozzi、1746～1827)が い る。 ペ ス タ ロ ッチの 唱 え た 教 授 法 は 「直 観 教 授

(Anschauungsunterricht)」 と呼 ば れ、 「自然 その もの の 直 観 こ そが 、 人 間 的 教 授 の 真 実 の 基

礎 」 だ と い う主 張 で 、 実 践 家 と して も貧 民 学 校 を 設 立 す るな ど多 くの 貢 献 を した 。 代 表 作 『隠

者 の 夕 暮 れ 』(AbendstundeeinesEinsiedlers、1780)(注3)に は 「玉 座 の 上 に あつ て も木 の 葉 の

屋 根 の 陰 に住 まつ て も 同 じ人 間 」 の 一 節 が あ り、 彼 は 「その 本 質 か ら見 た 人 間 、 そ も彼 は何 で

あ るか 」 を問 い返 した。 これ はル ソー の い う 「人 間 はす べ て 平 等 」 だ と い う思 想 へ の 共 感 を 物

語 る もの で 、 ペ ス タ ロ ッチ は さ らに有 機 体 と して の 社 会 へ の 貢 献 、 す な わ ち 「奉 仕 の 精 神 」 を

探 求 し、 教 育 の 実 践 活 動 に進 ん で い っ た。

同 じ く18世 紀 後 半 には、 ア メ リカ の哲 学者 た ちを 中心 とす るプ ラ グマ テ ィズ ム(pragmatism)

と い う思 想 が 唱 え られ た。 パ ー ス(C.S.Peirce)の 論 文 「いか に して わ れ わ れ の 観 念 を 明 らか

にす るか 」(1878)や ジ ェー ム ズ(W.James)の 講 演 集 「プ ラ グ マ テ ィズ ム』(1902)に よ っ

て 普 及 した プ ラ グ マ テ ィ ズ ム は、 実 用 主 義 や 実 際 主 義 と訳 され 、 その 功 利 的 側 面 が 強 調 され が

ち だ が、 経 験 の 連 続 性 と成 長 や 環 境 と生 活 体 との 相 互 作 用 を 重 視 す る思 想 で あ る。 プ ラ グマ

テ ィ ズ ムの 哲 学 者 で あ り教 育 学 者 で も あ っ た ジ ョ ン ・デ ュー イ(J.Dewey、1859～1952)は 、

そ う した思 想 を教 育 の 場 で 実 践 し、 教 育 を 「経 験 の 再 構 成 」 と捉 え 、 教 育 方 法 や 課 程 や 教 材 を

中心 とす る よ り も 「生 活 」 中心 の カ リキ ュ ラ ム に足 場 を お き、 教 育 を 実 践(doing)と 捉 え 、

環 境 や 社会 と児 童 との 間 の 相 互 作用 に よ る創 造 的 な人 格 形 成 を 目的 と した 。『学 校 と社 会 』(The

SchoolandSociety、1899)(注4)で は 「生 活 の な か にふ くまれ て い る訓 練 な ら び に性 格 形 成 の

諸 要 因」 が 「教 育 目的 か らみ て 重 要 な意 義 を も って い る」 と し、 「実 地 実 物 に じか に接 触 す る

こ と」 の 「作 用 」 を 説 い た デ ュー イ は、 シ カ ゴ大 学 で も実 験 室 学 校(LavoratorySchool)を

開 設(1896年1月)し て 進 歩 主 義 教 育 を リー ドした。 この 考 え 方 は、 明 治 末 期 に は 日本 に も紹
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介され、多大な影響を及ぼした。

見てきたように、ルソーの説 く人間の平等や教育の機会均等、また子どもの発見および自然

との融和、それをうけたペスタロッチの自然そのものの直観や弱者へのまなざしや相互扶助的

な奉仕の精神、 さらにはデューイの経験の再構成や生活中心のカリキュラムなど、 こうした

〈人間〉観や 〈教育〉観が、多かれ少なかれ、近代教育の基盤をなす理念や精神の底流となっ

たことは明 らかだろう。それはまた、現代日本の教育の 〈規範〉である 「日本国憲法」や 「教

育基本法」の 〈あるべき姿〉を示唆する理念にも通 じる 〈人間〉観であり 〈教育〉観でもある。

それがいかに現状から遠い理想像であるにしても、 〈教育〉に携わる人間は、そうした 〈ある

べき姿〉(理 念)に 支え られて日々の 〈現場〉に立ち向か うしかない。たとえかすかな希望の

灯であれ、この 〈理念〉に向かう姿勢がなければ、その 〈教育〉は出口のないルーティンワー

クの中に埋没 してゆくしかないと思われる。

5教 育現場で 「教え る」 ということ

教育の 〈理念〉とは、ある理想像に基づ く方向性を教師自身がみずからに問い返す過程とし

て考えることにほかな らないが、一方、実際の教育現場で 「教える」にはどのような考え方を

すればよいのだろうか。教室で向かい合う生徒は、全員が学習意欲の旺盛な者ばかりではなく、

すでに意欲を失った生徒たちも少な くない。そうした多様な生徒たちを前にして 「教える」た

めの 〈入 り口〉をどのように考えればよいのか。

たとえばここに 「ワカラナイはワカルへの道」(浅野洋、「HIGHPERFECT」1991・12、 旺

文社)と いう一文がある。高校生向けの受験用模擬問題集の冊子に掲載された巻頭エ ッセイで

ある。少々長 くなるが、全文を引用 したい。

学会で研究発表をもとめられ、rrこ ＼ろ』がわか らない」というタイ トルを申し出たら、

シブイ顔をされた。学会は研究成果すなわちワカッタことを発表する場であって、ワカラ

ナイことを発表するなんてフザケていると思われたのだろう。

『こ＼ろ』は、言わずとしれた夏目漱石の作品、高校の国語教材にもしばしば採 られて

いる。近年、この名作をめぐって漱石専門家をはじめ日本近代文学の研究者や小説家をも

まきこんでホットな論争があった。争点をひとくちにいえば、「先生」から遺書を受け取っ

た語 り手の 「私」が 《その後》どうしたか、という議論である。物語は、先生の遺書が届
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き、 「私 」 が あ わ た だ し く上 京 す る と ころ で結 末 を迎 え る か ら、 「私 」 の 《そ の 後 》 な ど は

書 か れ て いな い、 と一 応 は言 え る。 だ が 、 果 た して そ うか 。 本 文 を 少 し丁 寧 に読 め ば、 先

生 と の思 い 出 を 回 想 す る 「私 」 の 叙 述 に は、 「そ の 時 、 若 か った私 は」 とか 「ま だ 子 供 の

いな か っ た私 は」 と い っ た た ぐいの 表 現 が 目立 つ 。 これ を 裏 返 せ ば、 現 在 の 「私 」 は も う

《若 くは な い》 し 《子 供 もい る》 と い う こ とに な る… 。 詳 しい論 証 の過 程 は 省 くが 、 要 す

る に、 現 在 の 「私 」 は、 誰 あ ろ う先 生 の 「奥 さん 」 を 伴 侶 と し、 二 人 の 間 に はす で に 「子

供 」 さえ 生 まれ て い る、 と い う衝 撃 的 な 新 説 が 提 起 され た。 この 大 胆 な 解 釈 に は、 当 然 の

こ とな が ら厳 しい反 論 も 出 され 、 賛 否 両 論 が 渦 巻 い た。

この 論 争 は 「こ ＼ろ』 とい う小 説 に何 か ワ カ ラ ナ イ もの を感 じて いた ボ クを 勇気 づ け た。

な ぜ 「先 生 」 は 日頃 「あ な た」 と読 ん で い た 「私 」 を 時 と して 「君 」 と 呼 ぶ の か、 な ぜ

「私 」 は い つ も 「奥 さん 」 と 呼 ん で い た女 性 を突 然 「あ な た」 と呼 ぶ の か … 等 々、『こ ＼ろ』

は実 に ワ カ ラ ナ イ。

思 う に、 「ど こが ワカ ラナ イ の か 、 な ぜ ワ カ ラ ナ イ の か」 を 明確 に す る こ と こそ 、 ワ カ

ル た めの 第 一 歩 で あ り唯 一 の 道 で は あ る ま いか 。 だ と した ら、 ワ カ ラ ナ イ こ とが 多 いの は

恐 れ る こ とで も恥 じる こ とで もな い。 焦 らず 騒 が す 、 ワ カ ラ ナ イ こ とを 自分 の 友 とす る こ

と だ。第 一 、す べ て が ワカ ル人 間 な ん て不 気 味 この上 な い し、大 い に ウ サ ン くさい。 な ッ、

そ う だ ろ?

こ の一 文 が語 って い るの は 、 わ れ わ れ の理 解 が む しろ 「ワカ ラナ イ 」 こ とか ら出発 し、 「ワ カ

ラ ナ イ」 こ と 自体 は 「恐 れ る こ とで も恥 じる こ とで もな 」 く、 それ で 〈終 わ り〉 で もな い と い

う こ と だ。 ひ と くち に いえ ば、 教 育 現 場 で 「教 え る」 と い う こ と は、 「ワカ ラ ナ イ」(白 紙 の)

状 態 を 「ワ カ ル」 よ う にす る こ とだ が、 「ワ カ ル」 こ とは 単 に 出来 上 が った既 成 の 〈正 解 〉 を

与 え る こ とで は な い。 た だ 〈正 解 〉 だ け を得 る こ と は 「ワ カ ル」(理 解 す る)こ とで は な い。

「ワカ ル」(理 解 す る)と は 「ワ カ ラ ナ イ」 地 点 か ら 〈正 解 〉 に至 る まで の"プ ロセ ス"が 見 え

る こ とで あ って 、 それ が 本 当の 意 味 の 「ワ カル こ と」 な の で あ る。 そ して 、 そ の 「ワ カ ッタ こ

と」 は それ 以 前 の 何 倍 もの 「ワ カ ラ ナ イ こ と」 を 発 見 す る た めの 新 た な 一 歩 な の で あ る。

同 じ く 「ワ カ ラ ナ イ 」 とい う一 語 の つ な が りで い え ば、 橋 本 治 著 『「わ か らな い」 とい う方

法 』(集 英 社 新 書 、2001・4)と い う一 冊 もあ る。 そ の 「ま え が き」 で 橋 本 氏 は次 の よ う に述

べ て い る。
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ヘ ヘ ヘ へ

この 「わ か らな い 」の全 体 を ま とめ る方 法 が一 つ だ けあ る。 そ れ は、 「自分 は どの よ う にわ

ヘ へ

か らな いの だ ろ うか?」 と考 え る こ とで あ る。(中 略)「 自分 は ど うわ か らな いの か?」 を

考 え て しまえ ば、さ ま ざ ま の 「わ か らな い」が、全 部 「自分 の頭 」 と い う一 つ の と こ ろ に収

ま って しま うか らで あ る。/「 自分 は ど うわ か らな いの か?」 一 これ を 自分 の 頭 に問 う こ

と だ けが 、さ ま ざ ま の 「わ か らな い」で で き あ が って い る迷 路 を歩 くた め の羅 針 盤 で あ る。

ヘ へ

「自分 は ど うわ か らな い の か?」 一 そ れ こそ が、 「わ か る」 に至 るた めの"方 法"で あ る。

その"方 向"に 進 む こ とだ けが 、 「わ か らな い」 の迷 路 を切 り抜 け る 「方 法 」 で あ る。

理 解 す る こ と、 す な わ ち 「ワ カル 」 た めの 第 一 歩 が 「どの よ う に」 ワ カ ラ ナ イの か を 自分 に問

う こ と だ と橋 本 氏 は力 説 す る。 これ は先 の 浅 野 氏 の 一 文 と 同様 の 視 点 に立 ちつ つ 、 そ こ に 「ど

の よ う に」 を加 え て 理 解 す る こ との 「方 法 」 化 を め ざす もの だ と いえ よ う。

ま た、 次 の よ うな一 文 も あ る。 マ ー カ ス ・チ ャ ウ ン著 「宇 宙 誕 生 原 初 の 光 を 探 して』(筑 摩

選 書 、2011・4)に 対 す る書 評 の 一 節 で あ る。

だが 、 最 大 の ドラ マ は、 これ らの 成 果(20世 紀 最 大 と も いわ れ る科 学 的 な 発 見)が そ れ

ぞれ ノ ーベ ル 賞 に輝 く飛 躍 の 果 て に、 私 た ち は宇 宙 の こ とを ほ とん ど知 らな い と い う こ と

が わ か っ た こ とか も しれ な い。(辻 篤 子 、 「朝 日新 聞 」2011・5・22)

こ こで の 「成 果 」(科 学 的 な発 見)と は ワカ ル(ワ カ ッタ)こ とで あ り、 「ほ とん ど知 らな い」

と は ワ カ ラ ナ イ こ とを 意 味 す る。 つ ま り、 何 か につ いて ワ カル こ と(発 見)が 実 はそ の 背 後 の

何 倍 もの ワ カ ラ ナ イ こ と(ほ とん ど知 らな い こ と)が ワ カル こ とで も あ る、 と い う こ とが 語 ら

れ て い る。 そ して 、 その ワ カ ラ ナ イ(知 らな い)こ との 確 認 か ら再 び ワ カル こ とを 求 めて 、 人

は 〈新 たな 知 〉 の 探 求 へ と進 む の で あ る。 これ は前 述 の 「ワ カ ラ ナ イ は ワ カル へ の 道 」 を ち ょ

う ど裏 返 しに した 言 葉 で、 「ワ カル 」 こ と(科 学 的 な発 見)が 逆 に 「ワ カ ラ ナ イ」 こ とが ワ カ

ル こ と(ほ とん ど知 らな い と い う こ とが わ か っ た こ と)に つ な が る こ とを 述 べ て お り、 そ の 意

味 す る と こ ろ は ほ ぼ 同 じで あ ろ う。

要 す る に、 教 育 現 場 で 「教 え る」 と い う こ と は 〈正 解 〉 を 与 え る こ とで はな い。 先 に も述 べ

た よ う に、 まず ワ カ ラ ナ イ こ とが 教 師 に と って も、 児 童 ・生 徒 に と って も恥 ず か しい こ とで も

恐 れ る こ とで もな く、 ワ カ ラ ナ イ こ と こ そが 正 当な 出発 点 で あ る こ と、 さ ら に ワ カ ラ ナ イ こ と
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が 「どの よ う に」 ワ カ ラ ナ イか を 自分 に問 う こ と、 それ こ そが 重 要 な の だ 。 そ して 、 生 徒 との

信 頼 性 や 関 係 性 を構 築 した上 で ワ カル に至 る まで の 道 筋 を 明 らか にす る こ と、 こ う した プ ロセ

ス を具 体 的 に示 す こ とが 教 育 現 場 で 「教 え る」 こ との 基 本 形 で は あ る ま いか 。

教 師 へ の 道(教 職 入 門)も ま た ワ カ ラ ナ イ と こ ろか らの 出発 で あ る。 しか し、 ワ カ ラ ナ イ こ

と は恥 ず か しい こ とで も恐 れ る こ とで もな い。 その ワ カ ラ ナ イ こ とが 「どの よ う に」 ワ カ ラ ナ

イか を常 に 自 己 に問 い続 け、 ワ カル に至 る まで の 道 筋 を(生 徒 の ワ カ ラ ナ イ と と も に)日 々模

索 し続 け る こ と、 これ が 唯 一 の 「方 法 」 で あ る。 な ぜ な ら、 教 育 現 場 で 「教 え る」 こ と は生 徒

た ちが そ うで あ る よ う に 「教 わ る(学 ぶ)」 こ と と同義 な の だ か ら。

【注 】

(注1)こ こで は 〈い じめ〉 問題 の ご く一 端 を簡 略 に述 べ た が、 〈い じめ〉 は複 雑 か つ 深 刻 な 問

題 で 、 容 易 で は な い。 ち な み に直 接 的 な 「教 職 入 門 」 関 連 書 物 で は な い が、 〈生 徒 指 導 〉

の 視 点 か ら 〈い じめ〉 に言 及 した加 藤 豊 比 古 氏 ・石 川 俊 一 氏 ・角 森 雍 次 郎 氏 ら共 編 著 『生

徒 指 導 の方 法 と実 際 』(2007、 平19・4、 八 千 代 出版)な ど もあ る。 いず れ稿 を 改 め て 採

り上 げ られ れ ば と思 う。

(注2)『 エ ミール 』(今 野 一 雄 訳 、 〔上 〕1962、 昭37・5、 〔中〕1963、 昭38・7、 〔下 〕1964、

昭39・7、 岩 波 文 庫)参 照 。

(注3)「 隠 者 の 夕 暮 シ ュ タ ン ツだ よ り』(長 田新 訳 、1943、 昭18・11、 岩 波 文 庫)参 照 。

(注4)『 学 校 と社 会 』(宮 原 誠 一 訳 、1957、 昭32・7、 岩 波 文 庫)参 照 。

(補注)本 文 中 に 明示 した参 考 文 献 の ほ か、 『新 教 育 大 事 典 』 第3巻 ・同第4巻 ・同第5巻 ・同

第6巻(1990、 平 成2・7、 第 一 法 規 出 版)、 『世 界 教育 事 典 』(1972、 昭47・1、 帝 国 地

方 行 政 学 会)、 「現 代 教 育 方 法 事 典 』(2004、 平16・10、 図書 文 化 社)な どを参 照 した。
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G。

G。

第2回 教育に関する法規

1日 本国憲法(1946年11月 公布、1947年5月 施行)

わが国最高の基本的法規である。旧憲法(大 日本帝国憲法)には、教育に関連 した条項がまったく見られ

なかった。新憲法には、間接的または直接的に教育関連項目を規定している。

第14条 … 法の下の平等

第15条 ② ・・公務員の全体の奉仕性

第20条 … 国立及び公立学校における宗教教育の禁止

第21条 … 表現の自由

第23条 … 学問の自由

第26条 … 教育を受ける権利、普通教育を受けさせる義務、義務教育の無償性

第14条 ① すべて国民は、()に 平等であって、人種、信条、性別、()又 は門

地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第26条 ① すべて国民は、法律の定めるところにより、その()に 応じて、ひとしく教育を受ける

権利を有する。

第26条 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する()に()を 受けさ

せる義務を負ふ。義務教育は、これを()と する。

〈関連法規等〉

世界人権宣言(す べての人の教育を受ける権利)

1948年、国連が採択した 「宣言」で、法律ではないので、法的拘束力はない。

児童の権利条約(教 育にっいての児童の権利)

1989年に法律として採択され、1994年にわが国も批准したので、法的拘束力がある。

民法(第820条)

親権を行 う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

2教 育基本法(2006年12月 公布 ・施行)

戦前のわが国の教育を律していたのは、教育勅語(明治23年)で あった。これは、天皇のことばにより、

教育のあるべき姿を、天皇という日本国全体の家長という立場からの教えを示 したものである。戦後にお

ける教育の目的と方針に関する規定は、1947年3月 公布 ・施行された教育基本法だけしかなかった。その

後、60年 間を超えて改正されていなかったが、新教育基本法が2006年12月22日 に公布 ・施行された。

第1章 教育の目的及び瑠念

第1条 教育の目的

第3条 生涯学習の理念

第2章 教育の実施に関する基本

第5条 義務教育

第7条 大学

第9条 教員

第11条 幼児期の教育

第13条 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力

第15条 宗教教育

第3章 教育行政

第16条 教育行政

第2条 教育の目標

第4条 教育の機会均等

第6条 学校教育

第8条 私立学校

第10条 家庭教育

第12条 社会教育

第14条 政治教育

第17条 教育振興基本計画

第4章 法令の制定

第18条 法令の制定

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、

世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願 うものである。

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、()と()を 希求し、公共の精

神を尊び、豊かな()と()を 備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新 しい

文化の創造を目指す教育を推進する。

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切 り拓く教育の基本を確立し、その振

興を図るため、この法律を制定する。

第1条 教育は、()の 完成を目指し、平和で民主的国家及び社会の形成者として必要な資質を

備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

第2条 教育は、その目的を実現するため、()の 自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成す

るよう行われるものとする。

1幅 広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな()と(〉 を培うとと

もに、健やかな身体を養 うこと。

2個 人の価値を尊重 して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養 うとともに、職

業及び生活との関連を重視 し、()を 重んずる態度を養うこと。

3正 義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、()の 精神に基づき、主体

的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養 うこと。

4生 命を尊び、自然を大切にし、()の 保全に寄与する態度を養 うこと。

5伝 統と文化を尊重 し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際

社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

第4条 すべて国民は、ひとしく、その()に 応 じた教育を受ける機会を与えられなければなら

ず、人種、信条、性別、()、 経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2国 及び地方公共団体は、()の ある者が、その()の 状態に応じ、十分な教育を受けら

れるよう、教育上必要な支援を講 じなければならない。

3国 及び地方公共団体は、()が あるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対

して、奨学の方法を講じなければならない。

第5条 国民は、その保護するに、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

2義 務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる

基礎を養 うことを目的として行われるものとする。

3国 及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相

互協力の下、その実施に責任を負 う。

4国 又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、()を 徴収しない。

第6条 法律に定める学校は、()の 性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に

定める()の みが、これを設置することができる。

第9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず()と()

に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2前 項の教員については、その()と 職責の()に かんがみ、その身分は尊重され、待遇

の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために

必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるもの

とする。
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